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第２節 再生の目標 

三番瀬の再生のための長期目標として、「生物多様性の回復」、「海と陸との連

続性の回復」、「環境の持続性及び回復力の確保」、「漁場の生産力の回復」及び

「人と自然とのふれあいの確保」の５つの目標を定めます。 

 

１ 生物多様性の回復 

    かつての三番瀬に見られた藻場、洲、泥干潟、汽水域等の多様な環境を再生

することにより、干潟に依存する多様な生物がその生活史の全部又は一部を過

ごすことのできる三番瀬を回復し、三番瀬から失われた生物が生息できる環境

の再生に取り組み、「生物多様性の回復」を目指します。 

 

２ 海と陸との連続性の回復 
    かつての三番瀬が、陸から海へと次第に移り変わる自然の連続性があること

により豊かであったことを考慮し、現在残っている干潟は保全するという原則

に立って、三番瀬への河川等からの淡水や土砂の供給､後背湿地や地下水脈を通

じた淡水の供給等を取り戻すため､三番瀬の干潟の再生、水循環の健全化及び後

背湿地の再生に取り組み、失われている「海と陸との連続性の回復」を目指し

ます。 
 

３ 環境の持続性及び回復力の確保 
   周辺の埋立て、青潮の発生等により環境の変化に対する回復力が弱まってい

ることから、青潮（貧酸素水塊）発生の抑制に向けて、長期的視野に立って取

り組むとともに、流入河川等の水質改善をはじめとした海域環境の改善に取り

組み、「環境の持続性及び回復力の確保」を目指します。 
 

４ 漁場の生産力の回復 
    水産資源の持続的な利用を実現し、環境依存型・環境維持型産業である漁業

を維持・発展させていくため、漁業者の経験的知見を生かした中で、干潟の再

生や藻場の復元等の漁場環境の改善や持続的な漁業の振興に取り組み、「漁場の

生産力の回復」を目指します。 
 

５ 人と自然とのふれあいの確保 
    三番瀬は、人と自然とのふれあいが期待できる貴重な水辺であることから､親

水性の向上､景観への配慮や海を活かしたまちづくり、再生事業への県民参加、

環境学習・教育の推進等、ふれあいを進める仕組みづくりに取り組み､「人と自

然とのふれあいの確保」を目指します。 
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長期目標 達成イメージ 
生物多様性の回復 

 
かつての藻場、洲、泥干潟、汽水域 

等の多様な環境が回復され､ハマグリ､

アオギス､シラウオ等の失われた生物

が戻り､多様な水鳥類が安定して飛来

できる三番瀬 
海と陸との連続性の回復 

 
干潟、後背湿地､水の流れの再生や海 

と陸との自然の連続性が確保された護

岸の整備がなされた三番瀬 
環境の持続性及び回復力の確保 

 
東京湾の水質が改善され､青潮の心 

配のなくなった三番瀬 
漁場の生産力の回復 

 
1960 年代の多くの種類の魚介類を 

漁獲する多様な漁業の復活した三番瀬 
人と自然とのふれあいの確保 

 
親水性が向上し､海を活かしたまち 

づくりやふれあいを進める仕組みづく 
りがされた三番瀬 
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第３節 再生に当たっての進め方 

三番瀬の再生に当たっては､人間は、自然、生物、生態系等の自然環境のすべ

てがわかるものではないことを認識し、常に謙虚に、そして慎重に行動するこ

とを基本とし､以下の点に留意して進めることとします。 

 

１ 順応的管理及び漁業者の経験的な知見の活用 

  生態系その他の自然環境にあっては複雑で絶えず変化するものであることか

ら、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協力を得て、自然環境に関

する事前の十分な調査を行い、再生事業の実施中や完了後も自然環境の再生状

況を継続的に観測・記録し、その結果を科学的に評価し、再生計画の内容を見

直していく順応的な管理による自然再生に取り組みます。 

また、漁業者が､漁業活動を通じて三番瀬の環境の保全を担ってきたことから､

その豊富な経験的知見を活用して三番瀬の自然再生に取り組みます。 

 
２ 予防的な態度 

自然環境の再生に向けての科学的知見が十分に蓄積されていないこと等から、

再生事業の実施による問題の発生の仕組みの解明や影響の予測が必ずしも十分

に行われていませんが、長期間にわたるきわめて深刻あるいは不可逆的な影響

をもたらすおそれがある場合においては、計画の見直し等、あらかじめ適切な

手段が講じられるべきことを重視して取り組みます。 
 
３ 賢明な利用 

三番瀬の利用については、次世代に引き継ぐ財産として、生態系の持つ自然

の特性を維持できるような方法で、人間の利益のため、長期的な視点に立って、

持続的に行います。 
 

４ 協働による取組 
三番瀬の再生に当たっては、行政、県民、地域住民、漁業者、ＮＰＯ、事業

者等、三番瀬に関わりのある様々な主体と、適切な分担のもとに協働して取り

組みます。 
    また、国や大学等の研究機関との連携を深め、自然環境の再生等に関する様々

な技術、研究成果を活用していきます。 
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第４節 東京湾の再生につながる広域的な取組 

森林、農地、都市、河川、沿岸域等の陸から海にかけての生態系は、水循環、 
物質循環等を介して密接な関係を持ち、ひとつの流域圏を構成しています。 
陸と海との相互の関わりについては、「森は海の恋人」といわれるように、水 

源のかん養、栄養分の供給等の機能を有する森林の保全が海の環境や生態系の

保全につながるという認識がなされるようになってきており、北海道や宮城県

等では上流域において漁業者や市民による植林等の取組がなされるようになっ

てきています。 
また、閉鎖性海域である東京湾は､その地形的な形状から湾外との海水交換が 

乏しく､河川等を通してもたらされる赤潮・青潮の発生原因である汚濁負荷等が

湾内に留まりやすい特性を有しています。 
三番瀬についてみても､自然再生を進める上で、海域が連続している東京湾を 

意識し、そこに流入する河川の流域や広く東京湾を組み込んだ広域的な視点が

重要となってきます。 
このことから、三番瀬の再生に当たっては、国をはじめ、東京湾に流入する 

河川の流域や東京湾周辺の自治体等と連携を強化した取組を目指します。 
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東京湾の流域界 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（国土地理院の数値地図を基に作成） 
  
 

 


